
（様式２：意見表明の内容） 

 

資源管理手法検討部会における意見表明について 

 

１．対象となる水産資源 

マダイ瀬戸内海東部系群 

 

２．意見表明の申出者  

氏 名 玉置泰司 

所属又は職業等 一般社団法人日本定置漁業協会 専務理事 

 

３．意見表明の内容 

（１）全体に関する御意見（本資源全般に係る御意見があれば、御記載ください。） 

 

 

（２）各論に関する御意見（各項目に関係する御意見があれば、御記載ください。） 

 ① 検討の対象となる水産資源の漁獲報告の収集体制の確認 

 

 

② 資源評価結果に基づく資源管理目標の導入に当たって考慮すべき事項 

 

 

 

 

③ 検討すべき漁獲シナリオの選択肢、漁獲シナリオを採択する際の注意事項 

 

 

 

 

④ 数量管理を導入・実施する上での課題及びそれら課題への対応方向 

同系群については、複数の県で県別の TAC配分が行われる可能性がある。各県

内での定置網の漁獲量比率はおおむね低いものの、県別の TACが上限に達する

など、マダイの漁獲制限が行われる場合、定置網でマダイが混獲した際に、マ

ダイの水揚げが一切認められないとなると、箱網内の魚種構成としてマダイが

大半である場合であれば逃がすことも可能であるが、その他の魚種の割合も多

い場合には、定置網の漁法特性から他の魚種の水揚げも困難になってしまう。

そのような場合にはマダイの混獲水揚げも認めるようにして欲しい。 

 

⑤ 数量管理以外の資源管理措置の内容（体長制限、禁漁期間等） 

 

 

 



 

⑥ 予め意見を聞くべき地域、漁業種類、関係者等の検討 

マダイを多く漁獲する県の定置漁業者 

 

 

 

⑦ ステークホルダー会合で特に説明すべき重要事項 

 

 

 

 

⑧ 管理対象とする範囲（大臣管理区分、都道府県とその漁業種類） 

 

 

 

 

（３）その他（御質問等があれば、御記載ください。） 

瀬戸内海東部系群と瀬戸内海中・西部系群は交流はないのか。両系群の分布域

は海況によって変動しないのか。地図に線を引くように単純に分布を分けられ

るのか。両系群は DNA等で明確に分類できるのか。 

 

 


